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2.「寺家漁港」の舟小屋　　 　　　　　 　 　　　　            
本章では、かつて存在した「寺家漁港」の舟小屋を対象に、
現存しない舟小屋の建築形態は ( 表 1) に挙げた記録資料の
分析及び復元遺構の実測調査を通して、また漁港の歴史は
所有者からの聞き取り等も参照して明らかにする。
2-1. 舟小屋の建築　
2-1-1. 立地　  寺家漁港の舟小屋の
かつての立地は「珠洲市地形図」
12 より確認でき、25 棟ほどの舟
小屋が海岸の湾曲に沿うようにし
て建ち並ぶ。また県道を挟み対岸
には民家が建ち並び、背後には低
い丘陵が迫る。
2-1-2. 形 態　  復元遺構は昭和
61(1986) 年に「寺家漁港」から
当館に移されたもの
であり、石川県立歴
史博物館が所蔵する。
昭和 30(1955) 年以前
に建設された当時の建築部材を用いて移築されており、か
つての舟小屋の形態を把握できる貴重な史料である。柱は
椎の木を用いた掘立て柱形式で、海に向けて妻面を向けて
建つ。屋根、側壁には茅と葦が用いられている。( 図 5) ま
た、畑亮夫氏 13 が撮影した 1978 年の寺家漁港を見ると、
細かな作りや規模は各々で異なるが、多くの舟小屋でトタ
ンや板材が屋根や側壁に設けられ、上記の復元遺構のよう
な素材が用いられている小屋は殆ど見られない。( 図 6)

2-2. 周辺環境の変遷　　「寺家漁港」の舟小屋が成立した
時期から消失に至る顛末を、湊の変遷を辿ることで明らか
にする。
2-2-1. 中世・近世史からよむ三崎の湊　「寺家漁港」はかつ
て「塩津湊」とよばれていた。塩津とは「寺家漁港」が所
在する周辺集落のことを指す名称である。同地域は半島の
突端に位置するが故に、古くから日本海航路における要衝
とされ、17 世紀中頃から北前船の往来が盛んだった。
天保 4(1833) 年に描かれた「能登國鈴三崎絵図」14 には、
湊の地先 15 の海上に停泊する船や、沖合いから湊へ向かっ
てくる船などが描かれ当時の塩津湊の様子がうかがえる。

1 . 研究対象地域 −石川県珠洲市三崎町寺家について              
能登半島の突端に位置する珠洲市は三方に海をめぐらし、64
㎞におよぶ海岸線を有する。県内で指定されいている 69 の
漁港のうち 66 が能登地域に位置し、昭和 25(1950) 年、漁港
法の制定では、珠洲市内の 9 箇所が漁港として指定された。
また、沿岸部にはこれらの指定漁港以外に、自然の地形や岩
礁を利用して附近の漁船船が停泊する湊も多い。

1-1.〈寺家〉の二つの湊　  かつて舟小屋が存在した湊は、
現在の同集落唯一の漁港「寺家漁港」である。同港は昭和
10 年より漁港整備事業に着手し、その後幾度にわたり工
事が行われてきた。昭和 27 年 12 月には、漁場の利用範
囲が地元の漁業を主とする第一種漁港の指定を受ける。10

一方、現在も舟小屋群が現存している湊は地元の住民から
「オオドリ浜」と称されている。漁港としての登録は受け
ていないが、天然の岩礁によって湊は弓なりの形状を成し
ており、遠浅の漁港として機能している。
1-2.〈寺家〉の舟小屋に関する記録　  〈寺家〉の舟小屋に
関する史料や既往研究は少ない。地誌等 11 をみても「寺家
漁港」の舟小屋についてはいくつかの写真記録や記述が散
見されたが、「オオドリ浜」に関する記録は一切見られない。
今回の調査の中で、個人および行政が所有するものでいくつ
か新たに発見することの出来た記録がある。( 表 1)
本論では、これらの資料および現地での実測調査や聞き取り
調査、文献資料の精査より得られた情報を重点的に扱う。
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0. はじめに　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　         
0-1. 研究の背景　　能登の地で、荒涼とした海岸に軒を連
ねる舟小屋群に目を奪われた。これらの舟小屋は、どのよ
うに成立して現在まで残り、どのような人々が残してきた
のだろうか。卒直な疑問が本研究の端緒である。
これまで建築物の調査研究の進展は、建築の保存対象の裾
野を広げてきた。1 また建造物だけでなく、人々の日々の
生活の中で、人間と自然との相互作用によって生み出さ
れる景観を評価した重要文化的景観 2 への登録が進んでい
る。さらに近年、石川県の「能登の里山里海」が国内初
の世界農業遺産 (GIAHS)3 に登録された。こうした動きは、
風土に根ざした建築・景観への人々の興味関心の高まりを
示している。一方で民家研究の見地からは、「街道や宿場
町に対して漁家や漁村」や「主屋建築に対して粗末なつく
りの家や簡便な小屋」といった建築の評価・研究が立ち遅
れてきたことが指摘されている。4

0-2. 研究の対象と目的　　本研究は、石川県能登半島に
位置する珠洲市三崎町寺家〈以後：寺家〉を対象に、地域
の生業から生成された建築物が如何なる環境の下に成立
してきたか、またどのように存続してきたかを明らかにす
ることが目的である。一般的には、舟小屋 5 は多雨多雪な
気候風土で成立し、その多くは現在も日本海沿岸部地域に
散在しているが、研究対象はごく一部とされる。6 さらに、
漁港法 7 や漁港漁場整備法 8 など事業策定は舟小屋が成立
してきた各地の湊の環境を大きく変容させてきた。
本研究が対象とする〈寺家〉には二つの湊が存在する。一
方の湊は現在も舟小屋群が残り、もう一方の湊にもかつて
舟小屋群が存在していた記録 9 が確認された。本研究では、

〈寺家〉の舟小屋を対象に、現存する舟小屋に加え、過去
に存在した舟小屋も、これらの存続と消失の背景を探る。
これらの調査を通して、従来の行政による意図的な保存活
動に対し、地域の中に無意識的に残る建築物のありように
ついて再考する。
0-3. 研究の構成　 本研究は序論・本論 ( 第 1 ～ 5章 )・結論
で構成する。まず地誌及び既往研究によって珠洲市三崎町
寺家の土地柄と、二つの湊について明らかにする。また、
今回の調査で新たに発見した〈寺家〉の舟小屋の記録資料
を紹介する。(= 第 1 章 ) 次に、〈寺家〉の舟小屋の①建築に
ついて−二つの湊の舟小屋の立地環境や形態がどのようなものか、
②周辺環境の変遷−二つの湊の舟小屋が一方で消失し一方で存続
する過程でどのような環境の変化があったか、③土地割りと所有
形態−どのような土地条件の下に舟小屋が成立していたか、を明
らかにする。(= 第 2 章 , 第 3 章 )　以上をもって、〈寺家〉の
舟小屋の存続と消失の要因について分析を行う。(= 第 4章 )

2-2-2. 廻船の衰退と舟小屋の発生　 前項より、「寺家漁港」
には現在とは異なる交易港としての性質があったことを確
認した。では、いつ頃から現在のような漁港としての機能
を持つようになったのか。寺家漁港に面して立地する専念
寺に保管された史料「船手勧録」には、専念寺の井戸囲い
16 のための助成に応じた廻船の記録が記されている。17 同
記録によれば天保 12(1841) 年より勧進が開始され、以後安
政 3(1856) 年まで、湊に来港した廻船の記録が記されてい
る。よって少なくとも 19 世紀中頃までは同湊に廻船の往
来があったことが認められ、漁港として機能し始めたのは
明治期に入る前後ではないかと考えられる。明治 34(1901)
年に漁業法 18 が制定される以前、同地域では家々の地先の
海面を共同漁地 ( あど ) とし、19 船は各家々の前に置かれて
いた。「寺家漁港」において舟小屋が成立した時期は定かで
はないが、湊の関係者 20 によればおそらく大正末期頃であ
ると言われる。上記のように明治期前後において廻船が衰
退し、交易港としての機能が薄れたことで次第に周辺の家々
の漁船が集積する湊になっていったと予想できる。
2-2-3. 寺家漁港の変遷　 　次に各行政資料の整理によって
近年の湊の環境変化を明らかにする。昭和に入るとまもな
く「寺家漁港」は整備事業に着手し、昭和 27 年、周辺の
他 5 港と共に第一種漁港の指定を受けたことを期に、長
期継続的な整備によって現在の湊に近い環境に変容して
いく。漁港整備担当者から入手した整備計画図 21 を参照
すると、平成 5(1993) 年の整備で海岸の北側に立地して
いた舟小屋の一部が消失し、平成 10,11 年の最後の整備
事業によって「寺家漁港」にあった舟小屋群がすべて消失
している様子が分かり、「寺家漁港」の整備事業が舟小屋
消失の直接的な原因であったと言える。
2-3. 土地割と所有形態　 次に、「寺家漁港」の舟小屋が
立地していた土地の条件を公図 22 より確認する。明治
13(1876) 年に作図された旧公図には海岸部自体が記載さ
れておらず、平成 15(2003) 年時の公図を確認しても同様
であったことから、「寺家漁港」の舟小屋は土地割が存在
しない場所に立地していたと考えられる。昭和 31(1956)
年来の海岸法 23 によって、制定後に沿岸部に建てられた
新たな個人工作物は立ち退きなどの制限を受けたが、同地
域では法制定以前に建設されたものについては罰則を要
求しなかった。24 そのため「寺家漁港」の舟小屋は、慣用
的使用権の下に成立していたものであると考えられる。

1 2

専念寺

専称寺

▲遭崎

三崎町寺家

▲宿崎

◯大泊

舟小屋が現存する湊

◯塩津

▲ 金剛崎

舟小屋が消失した湊

図 1. 珠洲市三崎町寺家の位置   ( 筆者作図 ) 図 2. 三崎町寺家の二つの湊
  　 (「珠洲市地形図 1:25000」に筆者加筆 )
　　凡例：▲ = 岬の名称／◯ = 海岸一帯の名称

珠洲市

珠洲市 珠洲市三崎町寺家

石川県N N

表 1. 〈寺家〉の舟小屋に関する記録

「 

寺
家
漁
港 

」

「
オ
オ
ド
リ
浜
」

＊
＊

＊

＊は今回の調査で新たに発見した資料。

N
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図 5. 博物館所蔵復元遺構の実測図   ( 筆者作図 )
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3-3. 土地割と所有形態　　ここでは「オオドリ浜」の舟
小屋がどのような〈土地−建築−所有者〉の関係性のもと
に成立しているかを明らかにする。
3-3-1. 土地割と舟小屋の立地　　所有者への聞き取りから、
舟小屋を構成する二棟のうち「高舟小屋」が立地する土地
は各個人の私有地とされる。「寺家漁港」と同様に海岸の
土地割を公図から確認すると、旧公図 (M.12) では海岸部
に細かい短冊状の土地割が 27 件確認され、公図 (H.15) で
は土地が一部細分化され 37 件となっていた。確認出来た
土地割を所有者ごとに区分けすると 27  23 件となる。( 図 11)
舟小屋の各所有者を聞き取り調査によって把握し、過去に
存在したものも含めて土地と舟小屋の所有者の関係を対応
させた。( 表 2) これらの照合により、ほぼ全ての土地割に
対し舟小屋が立地していることが分かり、舟小屋の存立が
私有地によって担保されていることが明らかになった。
3-3-2. 現在の所有形態　　( 表 2) の結果より、土地及び舟小
屋の所有形態を見ると、同一の所有者が 2 つ以上の土地
－舟小屋を所有しているケースが 3 件見受けられる。さ
らに、舟小屋の利用形態に関する聞き取り調査より、個人
で一棟を利用する以外に、親類や親類以外と共有する事例
が見受けられた。上記のように、土地と舟小屋の所有者の
対応関係を見ると過去に存在していた舟小屋も含め 20/26
棟が土地と舟小屋の所有者が同一であった一方で、土地と
舟小屋の所有者が異なる事例 ( 親類関係を除く )、1 人の
所有者の土地を共有している事例、舟小屋が立地する土地
が個人の所有地でない事例が見受けられた。
以上より、「オオドリ浜」においては公図から確認できう
る限りで明治期から存在していた個人の私有地に舟小屋が
立地していたことが明らかとなった。一方で、所有形態に
着目すると土地の共有や複数の土地・舟小屋の所有また舟
小屋の共有といった特質が見られた。

3.「オオドリ浜」の舟小屋        　　 　　　　　　　               
本章では、現存する「オオドリ浜」の舟小屋を対象に、「寺
家漁港」の舟小屋と同様の視点で明らかにする。
3-1. 舟小屋の建築
3-1-1. 立地　背後に高さ 30m ほどの丘陵を構えた海岸のわ
ずかな奥行きの砂浜に舟小屋が建ち並ぶ。「寺家漁港」に
比べれば、舟小屋
から水際までの
距離が近い。後背
地の上には集落
が位置し、舟小屋の所有者の主屋が所在する。
3-1-2. 現存状況　　所有者への聞き
取りにより舟小屋の現存・利用状
況を把握した。現存する舟小屋は
19 棟、所有者は 16 名である。そ
のうち現在利用されているものは
12 棟であり、年々舟小屋を使い
漁を行う人は減少傾向にある。ま
た、各自の生活の必要最低分を賄
うものとして漁を行う人が多い。
3-1-3 形態　　現存する「オオドリ
浜」の舟小屋は「寺家漁港」とは
建築的特徴が異なり、「オオドリ
浜」の舟小屋は「高舟小屋」と「下
舟小屋」という二棟の舟小屋が、
前後に二棟連結した形式となって
いる。頻繁に漁に出る春から夏に
かけては船を「下舟小屋」に置いておき、秋から冬にかけ
て船を利用する頻度が少なくなると、砂浜から小高い段丘
に位置する「高舟小屋」に船を置くことで高潮で船がさら
われることを防いでいる。写真記録 ( 表 1) を参照する限り
1980 年頃までは茅葺きの舟小屋も見られた。舟小屋は所
有者の裁量によって不定期に修繕が行われている。
3-2. 周辺環境の変遷　　「オオドリ浜」に関する記録は文
献の中には見られず、湊としての歴史は不明である。ただ、

「寺家漁港」が交易港として機能していた近世の頃から同
湊は漁港として成立していたと言われている。25

また、1975 年から 2003 年まで続いた珠洲原子力発電所
の建設事業の計画 26 の関係で、オオドリ浜の北側に護岸
が整備され、集落から浜まで車で降りられるようになり漁
師らのオオドリ浜への主なアクセス道が石階段から護岸
に変化したが、「寺家漁港」ほど直接的に大きな環境変化
は無く、舟小屋においても発生時からの建築的特徴が大き
く変容することなく継承されているものと考えられる。
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図 8.「オオドリ浜」舟小屋の立地環境断面模式図
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図 9.「オオドリ浜」に現存する舟　
　　 小屋の立地 ( 前掲「珠洲市地形
　　  図 1:25000」に筆者加筆 )
図〈凡例〉
現存する舟小屋に①〜⑲まで番号 を振った。
■は平成 5 年以降に消失した舟小屋を示す。

図 10.「オオドリ浜」舟小屋の実測図面 ( 筆者作図 )

註 1 現代において保存の対象となるものは 1950 年来の文化財保護法のもとに体系化され、1996 年に発足した文化財登録制度によって保存対象が拡大された。2「重要文化的景観」の登録制度は、平成 16 年の文化財保護法の一部改正によっ
て始まった。定義は「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で国民の生活又は生業の理解のために欠くことの出来ないもの」とある。( 文化財保護法第二条第一項第五号より )3 世界農業遺産は、地
域環境を生かした伝統的農法や、生物多様性が守られた土地利用システムを世界に残す目的で創設された国際連合食料農業機関が立ち上げたプロジェクト。4 御船達雄「趣旨説明」『民家研究 50 年の軌跡と民家再生の課題』( 日本建築学会、
2005)5 舟小屋の成立は、生業として或は交通手段として財産であった船が木造であった頃に、未利用時における船の雨晒し・日晒しによる腐食から保護するためにつくられたと言われている。( 岡野崇裕「沿海多雨・多雪地域に立地する舟
小屋を有する集落の生活空間特性に関する研究」( 日本建築学会計画系論文集、第 526 号、1999))6 柴嶺高行「新潟県における舟小屋の残存状況および外観特性」( 日本建築学会北陸支部研究報告、2011) によると、日本海側 9 県において舟小
屋の残存が確認されているが、調査がなされているのは島根県隠岐郡布施村、京都府舞鶴市、京都府与謝郡伊根町、兵庫県豊岡市宇日、新潟県全域の 4 県のみである。7 漁港法 ( 昭和二十五年 ) は漁港を制定し整備及び維持管理を目的として
行政が管轄する法律。8 平成 14 年の改正により、環境配慮や漁村の振興が目的に加えられた他、地方分権推進の観点から地方公共団体が主体的に事業展開ができるようになったものが漁港漁場整備法 ( 最終改正：平成二十三年 ) である。9
珠洲市史編さん委員会編『珠洲市史 第四巻 = 資料編』( 石川県珠洲市役所、1975)10 珠洲市史編さん委員会編『珠洲市十年誌』( 珠洲市、1966)11 本研究が対象とする珠洲市三崎町寺家の地域史を概観する資料として、以下の地誌が挙げられ
る。市史：1966 年より以下全 8 巻が出版。前掲『珠洲市十年誌』 、珠洲市史編纂専門委員会 編『珠洲市史 )』第 1 巻 (1976) 〜第 6 巻 (1990)。町史：坂下喜久次『三崎の歴史』(1988) など。12「珠洲市地形図 1:25000」No.10-3( 北日本測量株式
会社調製、撮影 昭和 49 年 5 月 , 平成 4 年 4 月、測図 昭和 50 年 10 月、修正 平成 5 年 7 月 )13 畑亮夫：1943 年石川県生まれ。現在 atelierR 主宰。建築家の高須賀晋と 1973-1983 年の間 10 年の歳月をかけて日本の集落を記録した『日本の集落』
全 3 巻などがある。14 現在は須須神社の宮司 猿女貞信氏が所蔵。15 江戸時代、自分の所有地・居住地などと地続きで、石高と関係なく自由に使えた土地。またはその場所の近く。16 専念寺では、廻船船主たちに必要な水を賄っていたとさ
れる井戸の普請および新規の井戸の掘削のため諸国の廻船に助成を仰ごうとしていた。17 これらの廻船にまつわる史料は『三崎の歴史』(1988) に取り上げられており、詳細な研究は泉雅博氏による「能州三崎浦専念寺文書からの海域史」( フォー
ラム (18)、2000) に詳しい。18 漁業法（昭和 24 年）は漁場の利用関係を規定した漁業に関する基本法。 19 前掲『珠洲市十年誌』p.1067 20 寺家漁港の整備事業に関わった珠洲市役所産業振興課の方への聞き取りによる。21 22 同地域の公図
は金沢地方法務局 輪島支局にて確認し、取得した。同局で確認できた公図は「旧公図」( 明治 12(1876) 年 3 月 ) 、「マイラー図」( 平成 15(2003) 年 2 月 )、「現公図」：マイラーズをコンピューターに書き写したものの三種類である。23 海岸法 ( 昭
和三十一年 ) は同年 11 月 10 日から施行された法律。24 珠洲市役所産業振興課による。25 舟小屋の所有者への聞き取りによる。26 北陸電力・中部電力・関西電力の電力会社 3 社による共同運営が予定されていたが、地元からの反対運動や
産業構造の変化や景気低迷に伴い、1975 年の計画浮上から 28 年目の 2003 年、電力会社側の判断により計画が凍結された。 27 現在の土地所有者は不動産登記簿の参照および聞き取り調査から明らかにした。

図 11.「オオドリ浜」の土地
　　　 割 ( 筆者作図 )

表 2. 土地と舟小屋の所有者の対応関係

表〈凡例〉
(a) 北側から立地する順に①〜⑲の
番 号 を 振 っ た。(b) 現 存 す る も の
は正面から見た写真を掲載。(c)図
11.にもとづき立地する土地の番号
を (1) 〜 (23) で 示 し た。(d) 所 有 者
名は仮にアルファベットで示す。(e)
現在の舟小屋と土地の所有者の関係
を示した。／：土地所有者なし、■：
土地所有者が同一または親類関係、
■：舟小屋と土地の所有者が親類関
係でない。
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(a) 舟小屋・通し番号

写真

舟小屋なし

舟小屋なし

舟小屋なし舟小屋なし

舟小屋なし

舟小屋なし

(b)土地割・ 通し番号

(e)土地と舟小屋の所有者の関係

(c)所有者名 舟小屋
について(d)残存・利用状況

②③④⑤⑥

⑦―

―――

―

――

― ―

― ⑧⑨⑩⑪

⑫⑬⑭⑮

⑰⑱⑲ ⑯

舟小屋なし

(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

(11)(12)(13)(14)(15)(16)

(18)(19)(20)(21)(22)(23)

(17)

N

N

4.〈寺家〉の舟小屋の存続理由        　　 　　　　　　　            
4-1.〈寺家〉の舟小屋の存続と消失　 2. 3. で述べた内容を
ふまえ、二つの湊の舟小屋における消失と存続の要因を分析
する。まず、2-2. で述べたように「寺家漁港」の舟小屋の消
失に関わった第一の要因は、漁港整備事業という外的な環境
変化の影響があった。それに対し、「オオドリ浜」では「寺
家漁港」のような外的な環境変化を受けることがなかったこ
とが、舟小屋を存続させている要因であると言える。一方で、
2-3. で明らかにしたように、「寺家漁港」においては土地所
有と舟小屋の立地に対応が確認できなかった。私有地ではな
い土地に個人が自由に建設した舟小屋は、このような環境変
化を受け入れざるを得なかったと推察される。また、「寺家
漁港」が整備計画を経ていく過程で「オオドリ浜」の漁港と
しての位置づけは副次的なものへと変容したと言える。環境
が変化せず近代的発展を遂げなかったことがむしろ、衰退し
つつも「オオドリ浜」の舟小屋を本来の用途・形態のまま機
能させている要因であった。このように、一見漁港整備計画
の有無の違いによる２つの湊の舟小屋の存続と消失の要因の
背景には、湊そのものの性質の変化があるかどうか、また土
地所有がある
かどうかが根
強く関係して
いることが分
かる。（図 12）
4-2.「仮設的建築物」としてのありかたの差異　舟小屋が消
失・存続した背景に着目すると、二つの湊の舟小屋の建築
物としてのあり方の差異が浮かび上がる。「寺家漁港」で
は港湾から漁港へと機能が推移する過渡期に舟小屋が発生
した。間もなく湊は漁港として整備が開始されたことから、
舟小屋が成立した環境そのものが一時的なのものであっ
た。その中で発生した「寺家漁港」の舟小屋は、建築物と
しても仮設的な存在として、湊の整備過程で消失した顛末
は当然と言える。一方、「寺家漁港」よりも以前から存在
していた「オオドリ浜」の舟小屋は「寺家漁港」の舟小屋
同様に簡素で
仮設的であっ
たが、個人の
裁量によって
維持管理がさ
れながら恒久
的に存在して
いる。

高舟小屋（段丘） 下舟小屋（砂浜）

〈 外的な環境の変化 〉= 表面的な要因

背後の要因

漁港整備計画 有り

土地の条件 湊の性質

漁港整備計画 無し

消失の要因 存続の要因

「オオドリ浜」「寺家漁港」

図 12. 二つの湊の舟小屋の消失と存続の要因 ( 筆者作図 )

5. 考察：〈寺家〉の舟小屋にみる建築物の存続のありかた         
最後に、〈寺家〉の舟小屋に見られた消失と存続の過程を、
建築物としての継承の在り方という視点から、所有者の動
向に着眼することで考察を行う。
5-1.「転用」された舟小屋　　2-2-1. で述べた復元遺構の
所有者によれば、昭和 61（1986）年に舟小屋が博物館に移
築された後、そのおよそ 10 年後の平成 11 年には漁港の整
備によって立ち退きを迫られることを把握しながらも同氏
は湊に新たな舟小屋を建設した。立ち退き後、所有者は私
有地の畑に舟小屋を移築させ納屋へと転用させて現在も使
用している。湊の環境変化によって消失したと思われた「寺
家漁港」の舟小屋が、場所と機能を変えて存続している事
例は他にも数件見受けられた。
5-2.「共有」された舟小屋　　
3-3-2. では「オオドリ浜」の舟
小屋の所有形態について、〈土
地 - 舟小屋 - 所有者〉の関係性
が必ずしも一様ではないことを
示した。例えば舟小屋の所有者

（P 氏）に着目すると、同氏と周
辺の所有者との間では、土地や
舟小屋をそれぞれの事情によっ
て所有権を取引きしながら、結
果的に群としての舟小屋を維持
してきた。このような共有の連
関性の中で「オオドリ浜」の舟
小屋が維持・継承されているこ
とが明らかになった。( 図 14)
6. 結論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以上、消失したと思われた「寺家漁港」の舟小屋の一部は、
所有者の創意工夫によって土地や機能に縛られず軽やかに

「転用」されては存続し、一方「オオドリ浜」においては〈土
地 - 舟小屋 - 所有者〉の関係性において有機的に「共有」さ
れて舟小屋を群として継承させていることを明らかにした。

〈寺家〉という一地域にみられた舟小屋の事例から、建物の
建築的価値に依った、建物の形態のみを保存する従来の建
築保存概念に対し、建築の残存の仕方、継承のされ方に関
する新たな視点として、「転用」や「共有」により地域の中
に無意識的に残ってきた建築の評価軸を提示した。
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図 13. 湊の性質の変容と二つの湊の舟小屋の特質 ( 筆者作図 )

図 14.「オオドリ浜」における近年の所有
　　　形態の変遷 ( 筆者作図 )

共有

P氏：土地・舟小屋を所有

P氏：H氏の土地に新たな
　　   舟小屋を建設

I 氏：土地・舟小屋を所有

I 氏：P氏の舟小屋を借用

H氏：土地のみ所有

1964-1974

-1964

現在

P 氏：土地・舟小屋を所有 I 氏：土地・舟小屋を所有H氏：土地のみ所有


